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　一般社団法人日本病理学会 第 358 号 平成 29 年（2017 年）11 月刊 

1.　一般社団法人日本病理学会役員選挙について（公示）

本学会の現役員（理事・監事）は，平成 30年 6月開催
の第 107回総会をもって任期満了となります。
平成 30年度/31年度役員は，本学会定款ならびに役員
選挙関係諸規定に従い，学術評議員の選挙によって候補者
を選出し，第 107回総会にて選任されることとなります。
つきましては下記要領に従い，平成 30年度/31年度役員
選挙を実施いたします。
尚，今回より会員管理システムを利用したオンライン選

挙（立候補及び投票）を行います。
また，全国区理事は男女両性で構成することが先の総会

で決定いたしました。
○選出方法 :

役員選挙は区分ごとの立候補制とし，それぞれ定員を超
える候補者がいる場合は，学術評議員による選挙（無記名
オンライン投票）によって選出します。また，立候補者は
所信表明を行うことができます。
○選出区分と定員 : 理事 20名，監事 2名
立候補希望者は下記選出区分ごとに立候補届を提出して

下さい。なお，重複した区分に立候補する事はできません。
選出区分 1 : 地方区選出理事　8名　
1-1　北海道支部　　　1名　（支部長）
1-2　東北支部　　　　1名　（支部長）
1-3　関東支部　　　　2名　（内 1名が支部長）
1-4　中部支部　　　　1名　（支部長）
1-5　近畿支部　　　　1名　（支部長）
1-6　中国・四国支部　1名　（支部長）
1-7　九州・沖縄支部　1名　（支部長）　
選出区分 2 :  全国区選出理事（男女両性で構成するもの

とする）11名
選出区分 3 :  口腔病理部会長兼全国区選出理事（歯科医

師免許所有者）1名
選出区分 4 : 監事 2名

○被選挙人（立候補）資格者 :

役員は関連諸規定より「就任年度 4月 1日時点での年令
が満 63歳以下の者とする。」となっており，今回は昭和
29年（1954年）4月 2日以降に生まれた正会員（学術評
議員・一般会員）が被選挙人資格者となります。
○役員立候補者募集要領 :

1.　立候補届と被選挙人名簿への登載 :

次期役員選挙に立候補される方は，学会ホームページか

ら会員システムにログインし，ご自身の登録内容を確認し
て下さい。その後，会員システムにて選出区分を選択の上，
所属（15文字以内）を記入し確定してください。被選挙
人名簿に登載されます。

https://member.pathology.or.jp/product/Cmn/WapCmn01P01.aspx

＊立候補受付開始 : 平成 29年 11月 13日（月）
　　　　　　　　　12時 00分（正午）
＊締切 : 平成 29年 11月 24日（金）23時 59分
＊会員システムにて確定後すぐに受け取りのメールが配
信されます。

2.　所信表明（希望者のみ）:

会員システム上で立候補申し込みの際に，400字以内の
所信をご記入いただけます。
段落，インデント，改行やフォントや下線などによる強
調は使えません（反映されません）。
＊提出締切 : 平成 29年 11月 24日（金）23時 59分
　　　　　　（立候補締め切りと同日）
＊選挙管理委員会が必要と判断した場合は，本人に連絡
の上，調整を行うことがございます。

3.　被選挙人名簿及び所信表明の掲載は届出順としま
す。HPにも掲載予定です。

4.　公募期間延長の必要がある場合は，HPに公示します。
○選挙実施要領 :

1.　選挙人（投票者）名簿の確定
公示時点での会員システムに登録されている学術評議員
とします。
名簿は会員専用ホームページに掲載しています。
2.　投票期間
会員システムでの投票開始日 12月 18日に投票権のある

学術評議員に E-mailで投票開始のお知らせを配信致しま
す。投票権のある学術評議員で，メールが届かない場合は
会員システムのご自身の登録を確認の上，事務局までご連
絡下さい。
＊投票開始 : 平成 29年 12月 18日（月）
　　　　　　12時 00分（正午）
＊投票締切 : 平成 29年 12月 27日（水）23時 59分
3.　開票
平成 30年 1月 5日（金）　結果は同日 HPにて公表

○その他 :

1.　理事長候補者は，平成 30年 1月 28日（日）開催の
新役員候補者会にて決定予定です。決定次第，HP等にて
公表いたします。
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2.　役員候補者に選出された場合，上記新役員候補者会
へのご出席をお願いすることになります。ご予定いただけ
ますよう，よろしくお願いいたします。

2. 第 107回総会（札幌・2018/6/21-23）一般演題募集
開始

標記総会における，以下の一般演題募集が開始となりま
した。たくさんのご応募よろしくお願いいたします。
演題登録 : http://www.congre.co.jp/jsp2018/cfa/index.html

登録期間 : 2017年 11月 8日（水）～12月 20日（水）正午
演題応募者の資格 : 一般演題（口演）及び，一般演題（ポ

スター発表）の演題申込みに関しては，筆頭演者は日本病
理学会の会員に限ります。（学部学生ポスター発表者は除
く）
入会については，日本病理学会入会案内ページ
http://pathology.or.jp/side/membership.html

より所定の手続きをお願いいたします。（入会手続き中の
方は会員番号に「99」を入力し，演題の登録を行ってくだ
さい）

3.　第 63回秋期特別総会　終了

標記総会が開催され，盛会にて終了いたしました。
会期 : 平成 29年 11月 2日（木）～ 3日（金）
会場 : 日本教育会館
会長 : 日本医科大学　系統機能診断病理学　内藤　善哉
なお，学術集会，社員総会，理事会等の詳細につきまし

ては，今後の会報，HP等にて順次ご報告いたします。

4.　2016年分剖検データ登録　締切日のご案内

日本病理剖検輯報につきましては会員の皆様のご協力に
感謝申し上げます。
剖検情報の登録は，NCD（National Clinical Database）を

利用した方法に変更となりました。現在 2016年分のデー
タ提出を NCD上にて受付けておりますので，締切までに
登録を完了していただきますようお願い申し上げます。
剖検輯報に登録していない症例は，病理専門医受験資格

分としてカウントすることが出来ませんので，ご留意くだ
さい。
（1）　登録締切日 : 2017年 12月 1日（金曜日）
　　　　　　　　 23 : 59まで
※ 締切日以降，2016年分は一切登録できませんので，
ご注意ください。

（2）　 2016年分　剖検データが 0件の施設につきまして
も，「0件」である旨の登録をしていただく必要が
ございます。

参照 HP : http://www.ncd.or.jp/info/information/1259.html

5.　2018年 細胞診講習会のお知らせ

2018年の細胞診講習会（一般社団法人病理学会，担当 : 

病理専門医制度運営委員会）を開催いたします。
病理門医及び口腔病理専門医（平成 24年度以降に口腔
病理研修を開始された方）受験資格の要件のひとつとして
細胞診に関する講習会を受講していることがあげられてお
ります。

2018年以降受験予定の方でまだ細胞診講習会を受講さ
れていない方は，この講習会を受講して下さい。受講希望
者は，本学会ホームページの細胞診講習会受講申込サイト
よりお申し込み下さい。定員（100名）を越える場合は下
記 6に示す基準に従って選定させていただきます。なお，
2018年の病理学会主催の細胞診講習会は今回 1回のみで
す。

1.　日時 :

2018年
2月 10日（土）9時 30分から 18時 00分
（第 1日 : 受付（9時から），講義，実習，質疑）
2月 11日（日）8時 30分から 15時 30分
（第 2日 : 講義，実習，質疑）

2.　講師（五十音順）:

亀山　香織（慶應義塾大学）
久布白兼行（東邦大学医療センター大橋病院）
久山　佳代（日本大学松戸歯学部）
柴原　純二（杏林大学）
清水　禎彦（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
関田　信之（千葉県済生会習志野病院）
長嶋　洋治（東京女子医科大学）
藤井　誠志（国立がん研究センター）
細根　　勝（日本医科大学多摩永山病院）
元井　　亨（東京都立駒込病院）

3.　会場 :

東邦大学医学部　2号館M3階第三実習室
東京都大田区大森西 5-21-16

世話人 :

東邦大学医学部　病院病理学講座　澁谷和俊
実施責任者 :

東邦大学医学部　病院病理学講座　栃木直文
4.　受講料 :

33,000円（ハンドアウト・CD-ROM・昼食代込み）
採用知とともに振替用紙をお送りします。
（12月中旬～ 1月上旬頃）

5.　申込締切 :

2017年 12月 4日（月）
6.　受講者の選定基準 :

① 2018年病理専門医試験を受験する方
 （研修登録をされていない方は申し込めません）
② 2019年以降に病理専門医試験を受験する方
※①，②の本講習会受講経験のない方を優先いたします。
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7. 申し込みは下記ホームページに記載の申し込みサイ
トからアクセスしてください。

http://pathology.or.jp/news/whats/cytology2018.html

8.　問い合わせ先 :

日本病理学会事務局　jsp-admin@umin.ac.jp

※参考 : 病理専門医試験申請要綱注意事項　より抜粋
（b）　細胞診に関する講習について
細胞診に関する講習とは，医師を対象とし全域を網羅し

たものであることが要件であり，現時点では日本病理学会
主催による「細胞診講習会」および日本臨床細胞学会によ
る「細胞診断学セミナー」のみが該当します。細胞診専門
医は受講不要です（認定証写しを添付して下さい）。 

6.　ご報告　病理コア画像の無断使用について

平成 28年秋頃，日本病理学会がホームページ上で公開
しております，「病理コア画像」につきまして，無断で，
かつ医学的にもあきらかな誤用という形で，株式会社サテ
ライト（東京都杉並区）制作のアニメーション作品に使用
されているのではないかとの通報がございました。
弁護士を通じて確認したところ，サテライト社はその事

実を認め，本学会に対して謝罪と賠償の上，今後の配信等
の際には当該画像の削除を行うことなどで，平成 29年 8

月 4日付で合意いたしました。
本会としても，誠に遺憾であり，今後もこのような事例

に対しては，厳正な対処を行う所存でございます。

詳細は病理学会ホームページに記載をしておりますの
で，ご確認ください。

http://pathology.or.jp/news/whats/corepicture-171022.html

7.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
直江　史郎　功労会員（平成 29年 3月 16日ご逝去）
山本　俊輔　功労会員（平成 29年 10月 7日ご逝去）

お知らせ

1. 平成 29年度乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化
月間実施について

平成 29年 11月 1日（水）から 11月 30日（木）までは
標記強化月間です。
詳細は以下厚生労働省ホームページご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181942.html

2.　レーザ顕微鏡研究会第 43回講演会

開催日時 : 平成 30年 1月 19日（金）
　　　　　10時-19時（時間は予定です）
開催場所 : 大阪大学フォトニクスセンター（P3）
　　　　　（大阪府吹田市山田丘 2-1）
主　　催 : レーザ顕微鏡研究会
問い合わせ先 :

　　　　　団体名　レーザ顕微鏡研究会
　　　　　担当者　藤田（代理 田頭）
　　　　　TEL　06-6879-7847

　　　　　FAX　06-6879-7330



H29.9 Ⓢ 6,000







H29.9 Ⓢ 6,000



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

石綿ばく露歴などのチェック表 

◯ 労働者として石綿にさらされる業務に従事したことが原 

 因で中皮腫、原発性肺がんなどの石綿関連疾患を発症した 

 と認められる場合には、労災補償を受けることができます。 
 

 

◯ 石綿関連疾患は、石綿にさらされてから発症するまでの 

 期間が非常に長いため、発症した疾病の原因が石綿である 

 と気づかず、労災請求が行われないおそれがあります。 
 

◯   ご担当の患者さんが石綿にさらされる業務に従事してい 

 た場合やその可能性が疑われる場合には、このチェック表 

 をご活用いただき、患者さんに対して労働基準監督署に労 

 災の手続を問い合わせることをお勧めしてください。 

 

※ 石綿関連疾患については最終頁参照 

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp 

～ 石綿疾患労災請求指導料を創設しました ～ 
 

石綿関連疾患の診断と労災請求を促進するため、石綿関連疾患の診断を行い、問診で業務による石綿ばく露 
が疑われる場合に労災請求をお勧めいただいた結果、患者さんが労災請求を行い、労災認定された際には、 
労災診療費として４５０点の算定が認められます。 



会 社 名 

会 社 の 

所 在 地 

(市町村) 

業 種 職 種 

仕事で 

取り扱った 

材料･設備 

仕事に従事 

した期間 

(年月〜年月) 

在学中のアルバイトや主たる仕事のほかに短時間の副業を行っていた場合には、 

それらも含めてできる限り聴取してください。 

整 理 番 号 ：   
名   前 ： 
初 診 年 月 日 ： 
記   事 ： 

  年  月  日 

※ 自営業の場合には、会社名の欄に自営と記入してください。 

Ⅰ 学校を卒業してから現在に至るまでの職業歴 



Ⅱ 業務により石綿にさらされた可能性の有無 

以下の作業に従事していた場合には､業務で石綿にさらされていた可能性があります。 

□ 建築物の補修または解体作業（例：耐火被覆の除去作業、耐火建築物の解体作業） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 石綿製品の製造工程における作業（例：石綿紡織製品､石綿スレートなどの石綿 
  セメント製品､自動車のブレーキライニング､石綿フェルトなどの製造） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 断熱や保温のための被覆作業､その補修作業（例：「断熱パッドの取り付け､取り 
  外し」､「ボイラーやスチーム管への断熱材の巻きつけ､取りはがし」､「保温材料で 
  包まれたパイプの取り付け･取り外し」） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 鉄鋼製の船舶や車両の補修､解体作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ スレート板などの難燃性の建築材料を切断するなどの加工作業（耐火建築物内の 
  電気配線工事､配管工事を含む） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 倉庫内などでの石綿原料・製品の袋詰め､または運搬作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 耐火建築物にかかわる鉄骨などへの石綿､石綿を含有する岩綿などの吹付け作業 
  （  年    月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ タルクなどの取扱い作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 石綿鉱山またはその附属施設で行う石綿を含有する鉱石や岩石の採掘､搬出､粉砕､ 
  その他､石綿の精製に関連する作業 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 
 
□ 上記の作業が行われている場所の周辺などでの作業（例：吹付け作業が行われている 
  場所で塗装作業に従事） 
  （  年  月 ～  年  月：  年  月間） 

 
 

厚生労働省のホームページに､石綿にさらされるおそれがある作業例について､写真入りで解説しています。 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html 

医師の所見 



Ⅲ 労災補償制度のご案内 

中皮腫や原発性肺がん等を発症し､それが業務により石綿にさらされたことが原因で 
あると認められた場合には､以下のような補償を受けることができます。 
 

      ・疾病の治療に必要な補償（療養補償給付） 

      ・賃金を受けられない場合の補償（休業補償給付） 

      ・遺族に対する補償（遺族補償給付） 

 （2）石綿による疾病の認定基準の概要 

ア) 石綿との関連が明らかな疾病として労災補償の対象となるものは､次の５疾病です。 
 

 

  石綿肺  肺がん 中皮腫 良性石綿胸水 びまん性胸膜肥厚 
 
 

イ) このうち､中皮腫・肺がんについては､次に該当する場合に業務上の疾病として 
   労災補償を受けることができます。 
 

  (ｱ) 中皮腫（胸膜､腹膜､心膜､または精巣鞘膜の中皮腫） 
 

  ・じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第１型以上である石綿肺所見が 
   得られている場合 
 

  ・石綿ばく露作業への従事期間が１年以上ある場合 
 

  (ｲ) 肺がん（原発性肺がん） 
 

  ・じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第１型以上である石綿肺所見が 
   得られている場合 
 

  ・胸部エックス線写真､胸部ＣＴ検査などにより胸膜プラークが認められ､かつ､ 
   石綿ばく露作業への従事期間が10年以上ある場合 
 

  ・広範囲の胸膜プラークの所見が得られ､かつ､石綿ばく露作業への従事期間が 
   １年以上ある場合 
 

  ・石綿小体または石綿繊維について一定の所見が得られ､かつ､石綿ばく露作業への 
   従事期間が１年以上ある場合 
 

  ・労災の認定要件を満たすびまん性胸膜肥厚を併発している場合 
 

  ・石綿紡織製品製造作業､石綿セメント製品製造作業､または石綿吹付け作業に 
   ５年以上従事した場合 

（２４．８） 

※ 

※ じん肺法に規定するじん肺管理区分が管理４に該当するもの、または石綿肺に合併したじん肺法施行規則に掲げる疾病  

（1）労災保険給付の概要 

石綿に関する健康管理手帳について 
 

石綿を製造､または取り扱う業務に従事していた離職者で､一定の要件を満たす方は､都道府県労働局長に
申請し健康管理手帳を交付されると､指定された医療機関で健康診断を６か月に１回無料で受けることが
できます。 

 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/techo/index.html 

石綿による疾病の労災補償や労災保険給付などに関する一般的なご質問は､ 

都道府県労働局・労働基準監督署のほか､こちらでも受け付けています。 

労災保険相談ダイヤル 0570－006031（平日9:00～17:00） 

  ※ ご利用には通話料がかかります。 



医師、医療機関のみなさまへ

詳しくは、環境再生保全機構の石綿救済相談ダイヤルをご案内ください。

例１）典型的石灰化胸膜プラーク

の給付が受けられます。

認定されると、

（裏面のその他の判定基準もご覧ください）

例２）側胸部にみられる非石灰化胸膜プラーク

9:30～17:30
（土･日･祝日・年末年始を除く）

さぁ　はやく

あるいは

アスベスト（石綿）が原因の「肺がん」の
患者さんには、医療費等が支給されます
たとえば「原発性肺がん」であって広範囲の「胸膜プラーク」所見が確認できれば、
石綿健康被害救済制度（労災保険等の対象とならない方向け）では、
アスベストによる肺がんと認定されます。

アスベストが原因で
胸壁側の胸膜などに
できた限局した肥厚
のことをいいます。

胸部正面エックス線写真により、胸膜プラークと判断できる明らかな陰影
（その陰影が胸部CT画像でも胸膜プラークと確認できる）

医療費のほか、手当（約10万円／月）等

「胸膜プラーク」
とは

Q1

「胸膜プラーク」所見が広範囲にあるとはQ2
1

胸部CT写真で、左右いずれか一側の胸壁内側に４分の１以上の胸膜プラーク所見2

0120-389-931 受付
時間

きゅうさい



「原発性肺がん」 であって以下のいずれかの場合にも認定されます。         

※1 両肺野に不整形陰影が少数あり、大陰影がないもの。
※2 複数の肺組織切片を作製した場合には、そのいずれにも石綿小体が認められる必要があります。

　機構ＨＰ（http://www.erca.go.jp/asbestos/）からダウンロードいただけます。

認定基準の詳細は、環境再生保全機構発行のパンフレット
「石綿健康被害者の救済へのご協力のお願い」をあわせてご確認ください。

既にお亡くなりになった患者さんについても、ご遺族の方から請求していただくことができます。

その他のアスベストが原因の「肺がん」の判定基準

「原発性肺がん」であってA・Bのいずれかの場合にも認定されます。         

A

B

次のようなアスベストを取り扱う職業に関わった方などについては、
以上の医学的所見の有無を再度ご確認ください。

胸膜プラーク所見があること 
（胸部エックス線検査または

胸部CT検査）

胸部エックス線検査でじん肺法に定め
る第１型以上と同様の肺線維化所見※1

があり、胸部CT検査においても肺線維
化所見が認められること 

石綿小体または石綿繊維の所見があること（以下のいずれかの場合）

乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
肺組織切片中の石綿小体※2

① 建築物の補修、解体、石綿などの吹き付け
② 断熱や保温のための被覆作業、その補修
③ 船舶、車両の製造、補修
④ スレート板など建築材料の製造、切断
⑤ 石綿紡織製品の製造、使用

⑥ ブレーキライニングなど摩擦材の製造
⑦ ①～⑥の作業場の近くまたはアスベストが
    使われていた建物に出入り等していたことがある。
⑧ 家族に①～⑥の職業の者がいた。

1 6

7 1

1 6
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